
令和８年度入札・契約制度改善等説明会
総合評価方式（委託業務）

について

香川県 土木部 技術企画課



。

１．総合評価方式(委託業務）について

「総合評価方式（委託業務）の手引（令和８年４月）」
に基づき、土木部の委託業務の内容で説明します。

手引きをお手元にご準備いただき、説明をお聞きください。

香川県 総合評価方式（委託業務）の手引 検索



１．総合評価方式(委託業務）について

価格

従来 New!!

技術力価格

価格競争 総合評価方式

総合評価方式は、価格だけで評価する落札方式と違い、品質を高めるため、

価格と技術力を総合的に評価する落札方式のことです。



２．適用範囲

１件につき設計金額が1,000万円以上の下記業務について、
契約担当者が適当と認める業務において実施する。

・土木関係コンサルタント業務
・測量業務
・用地測量業務
・補償コンサルタント業務
・地質調査業務

対象業務

適用範囲



４．算定基準

原則、加算方式で行います。

評価値＝技術評価点＋価格評価点＋低入札に関する評価

技術評価点＝３０×

価格評価点＝３０×（１－ ）

低入札に関する評価 ＝－５×低入札件数（過去180日間）

技術評価の評価点数
技術評価配点の合計

入札価格
予定価格



５．評価項目および配点

技術者

企業

社会性
地理的

換算



５．評価項目および配点

様式第１号 入札参加資格確認申請書
様式第２号 企業の登録状況
様式第３号 企業の業務実績
様式第４号 業務実施体制
様式第５－１号 配置予定“管理”技術者の経歴等
様式第５－２号 配置予定“担当”技術者の経歴等
様式第５－３号 配置予定“照査”技術者の経歴等

入札参加資格確認様式

様式第６号 技術提案書
様式第７号 災害時の活動体制

技術提案様式

様式の構成について



５．評価項目および配点

・現在の会社以外での
業務実績もOK!

・実績は、
管理技術者
担当技術者
照査技術者 どの実績でもOK!

ポイント



５．評価項目および配点

・現在の会社以外での
業務実績もOK!

・実績は、
管理技術者
担当技術者
照査技術者 どの実績でもOK!

ポイント



５．評価項目および配点

・複数人配置される場合
平均点で評価する。

・35歳未満は２人まで除外可能
（うち１人は女性に限る。）

ポイント



５．評価項目および配点

・テクリスにて確認

・下記の業務をカウント
管理技術者で配置
担当技術者で配置
契約金額５００万円以上

ポイント



５．評価項目および配点



５．評価項目および配点

配点換算後
（改正前）

評定点の
平均点評定件数業者

名
1079.381.51A

1079.579.57B

878.079.01C

877.377.378D

877.077.01E

676.076.04F

676.075.01G

271.671.63H

473.169.21I

77全案件の平均点

配点換算後
（改正後）

1079.3

1079.5

878.0

877.3

877.0

676.0

675.0

271.6

069.2

換算しない

全案件の
平均点

換算しない

・１件の場合かつ
平均点以上の場合は、
全業務の平均点（７７点）
を足して２で割る。

・発注者にて算出。

ポイント



５．評価項目および配点

配点換算後
（改正前）

評定点の
平均点評定件数業者

名
1079.381.51A

1079.579.57B

878.079.01C

877.377.378D

877.077.01E

676.076.04F

676.075.01G

271.671.63H

473.169.21I

77全案件の平均点

配点換算後
（改正後）

1079.3

1079.5

878.0

877.3

877.0

676.0

675.0

271.6

069.2

換算しない

全案件の
平均点

換算しない

・１件の場合かつ
平均点以上の場合は、
全業務の平均点（７７点）
を足して２で割る。

・発注者にて算出。

ポイント



５．評価項目および配点

・発注者にて評価。

ポイント



５．評価項目および配点

・支援活動技術士で提案する場合は、
管理技術者か照査技術者が対象

・３か月以上の県内常駐については、
管理技術者か照査技術者が対象

・赤線部の協定については、
評価対象業務が限られる。

ポイント



５．評価項目および配点

・翌日から１８０日間累積される。

・システム自動算出

ポイント



７．留意点

。

１ 「担当技術者」における実績の評価方法について

２ 記載内容のチェックについて



７．留意点
１ 「担当技術者」における実績の確認方法について

担当技術者の実績
はココを評価！！



７．留意点
３ 記載内容のチェックについて

。

総合評価方式（委託業務）における資料の提出は、一度きりになります。
再提出はできません。そのため、下記について記載ミスや提案ミスがないか
よく確認してから提出するようにお願いします。
場合によっては、失格になりますので、十分にご注意ください。

 氏名、生年月日が証明書類と一致しているか？
 業務名は入札案件の業務名になっているか？
（他業務の業務名になっていることがあります。）

 結婚等で姓が変わった場合で、証明書類と様式に記載とで名前に相違が発生する場
合、様式第４号に、同一人物であることの証明書類を添付しているか？



ご清聴ありがとうございました。


